
サービスの種類 件数
サービス費用全額 保険からの支払額

（円） （円）
訪問介護 20,419 855,984,861 770,384,791
訪問入浴介護 283 19,604,300 17,643,870
訪問看護 1,611 84,693,936 76,224,540
訪問リハビリテーション 54 901,500 811,350
通所介護 12,996 648,061,453 583,255,302
通所リハビリテーション 9,237 620,347,030 558,300,143
福祉用具貸与 11,042 152,544,660 137,290,194
短期入所生活介護 1,434 148,988,192 134,089,372
短期入所生活介護（老健） 439 34,248,602 30,823,741
短期入所療養介護（療養型） 3 217,270 195,543
居宅療養管理指導 631 5,091,100 4,581,990
認知症対応型共同生活介護 623 150,629,090 135,440,760
特定施設入所者生活介護 13 2,255,871 2,030276
福祉用具購入費 439 10,661,366 9,595,170
住宅改修費 467 53,181,272 47,863,073
居宅介護支援 34,994 296,758,682 296,758,682
居宅介護（支援）サービス費 小計 94,685 3,084,169,185 2,805,288,797
介護老人福祉施設 4,456 1,444,884,571 1,283,910,497
介護老人保健施設 4,200 1,358,327,990 1,172,245,176
介護療養型医療施設 2,811 1,206,035,460 1,050,059,315
施設介護サービス費　　　　　小計 11,467 4,009,248,021 3,506,214,988
（うち食費） （11,375） （693,977,130） （502,637,440）
高額介護サービス費 7,162 46,906,932
審査支払手数料 105,045 9,979,275
その他の費用　　　　　　　　小計 112,207 56,886,207

合　計 218,359 7,093,417,206 6,368,389,992
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現在、６５歳以上の第１号被保険者に交付している「介護保
険被保険者証」の有効期限が、「３月３１日」となっている人が
います。
そこで、８月１日に予定されている、市町村合併にあわせ、

「介護保険被保険者証」の有効期限を「３月３１日」から「「合合併併
期期日日前前日日」」（（平平成成１１７７年年７７月月３３１１日日））までに読み替えて延長してい
ます。
新市の「介護保険被保険者証」は、合合併併期期日日前前日日ままででに、ご

自宅に送付します。

平成17年３月末の認定者数は、前年度に比べ230人の増
となっています。
特に要支援・要介護１の認定者数が多く、全体の半分以

上を占めています。

認定者数も年々増加
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特集：みんなで支える介護保険

�

平成１７年度介護支援専門員

実務研修受講試験が下記のとお

り実施されます。

◆とき

１０月２３日�午前１０時開始
◆ところ

熊本学園大学（予定）

◆受験資格

原則として、保健、医療、福
祉の分野で通算５年（一部１０年）
以上の実務経験を有する人
◆試験案内の配布期限

７月１５日�まで
◆試験案内の配布場所

熊本県社会福祉協議会（福祉
人材・研修センター）、各市町村
社会福祉協議会、熊本県高齢者
支援総室、熊本市介護保険課

※試験案内の郵送による配布は

行いません。
◆申込受付期間
７月４日�～１５日�
◆申込み

簡易書留で〒860-0842熊本
市南千反畑町3-7熊本県総合福
祉センター３階　熊本県社会福
祉協議会（福祉人材・研修センタ
ー）へ郵送ください。
◆問合せ

熊本県社会福祉協議会
（福祉人材・研修センター）
�０９６－３２２－８０７７
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要介護1

要支援

今お持ちの介護保険被
保険者証を７月３１日
までそのままお使いく
ださい。
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